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医師により胎児の心拍確認ができた妊婦

①妊娠届出時に５万円支給
②妊娠届出をした胎児の経過が確認できた後、
　子ども１人につき５万円支給
　例：子ども１人の場合、①+②で合計10万円支給

※流産、死産又は人工妊娠中絶も支給対象となります。
　くわしくは保健センターにお問い合わせください。
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